
佐賀中部広域連合監査委員告示第１号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第１９９

条第１項及び第４項の規定により令和７年度の監査を実施したので、同条第９項の規

定によりその結果に関する報告を次のとおり公表する。 

 

 

令和８年３月２５日 

 

 

佐賀中部広域連合監査委員         

職務執行者 力 久   剛 

 

 

佐賀中部広域連合監査委員 坂 口 絹 代 

 

 

 

監査結果報告書〔定期監査〕令和７年度 のとおり 


